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◇老朽・狭隘化した環境にある職場、会議室や書類の保管場所

が不足している職場については、早急に改修等を実施するこ

と。また、ＯＡ機器など事務支援機器については、技術水準

の動向を踏まえた不断の改善を図ること。

◇インターネット閲覧用パソコンについて、全職員に配備でき

るよう予算を確保すること。外部記憶媒体等のパソコンへの

接続が制約されているが、根本的な改善策を講じること。

◇ 公用車の更新については、安全面、環境面から使用に支障

をきたしているものを早急に更新すること。バックモニター、

自動ブレーキなどを装備すること。

◇空調の運転など冷暖房については、職場実態や地域性を十分

に踏まえた対応や弾力的運用を行うこと。老朽化した冷房設

備については、早急に更新を行うこと。

◇ 庁舎内の便所については地方機関も含めて、洋式化や多目

的トイレの設置、ウオシュレット装備等の改善を図ること。

○勤務労働条件その他の改善に関する要求

◇特殊勤務手当や給料の調整額については、職場や業務の実態、

職員の士気への影響等を考慮し、改善を図ること。少なくと

も現行の改悪を行わないこと。新型コロナ関連の特殊勤務手

当については、業務のリスクの程度や公平性の観点から、対

象範囲の拡大や検査業務の支給額の改善を図ること。

◇時間外勤務について、本来すべての職場が１月４５時間以内

１年３６０時間以内の「原則部署」であるべきとの観点か

ら、どの職場においても超勤実態を放置することなく、人

員配置や業務の見直しを図ること。また、上司等が不必要

な抑制や圧力をかけることによってサービス残業を誘発す

ることのないよう、所属への指導や徹底を図ること。

◇水防等の緊急出勤時において、職場までの出動に係る時間外

勤務手当の支給や自家用車による交通費等の実費負担分を

支給されるよう改善すること。

◇仕事と育児・介護の両立支援制度について、引き続き実態に

応じた休暇・休業制度の改善を図ることともに、超過勤務

の恒常化の解消や代替職員の確保等によって制度が利用し

やすい環境整備を確実に行うこと。特に、技術系の代替職

員の確保が厳しい現状を早急に改善すること。

○会計年度任用職員等の処遇改善に関する要求

県関係職場に雇用されるすべての労働者の処遇改善、安定

雇用に関わって必要な対応を図ること。特に本年４月から導

入されている「会計年度任用職員制度」については、改善要

求に応えるとともに必要な予算を確保すること。

○職員の健康と安全を守る要求（略）

○福利厚生の要求（略）

予算･職場要求での交渉を実施します
新型コロナ対策､予算と人員、職場改善等で要求
予算・職場要求交渉の日程

人事課長交渉: ８月２８日(金) ９時から１０時
※ 役員中心で対応しますが、参加希望者は申し出て下さい。

自治労県職は８月５日、「２０２１年度

予算・職場要求に関する要求書」を提出

しました。既に実施した「職場要求アン

ケート」を踏まえ、また新型コロナ対策

も含めて要求します。要求に基づく人事

課長交渉は８月２８日に行います。

主な要求項目(抜粋)
○新型コロナウイルス感染症対策に関する要求

◇保健所や衛生科学センター、健康医療福祉部等の第一線機関に

おいては過重労働が続いており、他部局においても兼務や応援

を含めて人員を提供しているところである。各職場における人

員不足を抜本的に解消するため、早急に増員定数増を図ること。

◇「執務室内の勤務職員数８割削減」等を実践してきたが、今後

の働き方改革へ活かせる視点として「在宅勤務制度」等につい

て、労働組合と十分な協議を行い意見を取り入れること。

◇職員への感染予防対策として、宿泊療養施設等での事前の研修

を含めた業務の安全管理、業務上必要なマスクや消毒剤等の支

給、メンタル相談窓口の設置等を徹底すること。

◇感染症の拡大防止対策に続いて、経済対策の本格的な展開が見

込まれることから、職員のモチベーションの維持と中長期の観

点からの人材と体制の確保を進めること。

○公共サービスの充実と行財政改革に関する要求

◇今後の県財政については、従来からの財源不足に加えて、今般

の新型コロナ対策によってさらに厳しい行財政運営を余儀なく

されるものと考えられる。来年度の予算編成において、県民の

安心安全な暮らしを支える県政のニーズに応えるとともに、過

去の行革による負の歴史を繰り返さないこと。

◇この間の行財政改革において定員削減がなされ、このことが種

々の課題や困難等を招いている。根本的に解決するため、引き

続き職員定数の拡大を行い、人員増による適切な人員配置を図

ること。特に、今般の新型コロナ対策で県組織のセーフティー

ネットの役割が改めて真価を問われており、このことに応えら

れる人材と人員体制の確保を行うこと。

○職場環境の改善に関する要求

◇「滋賀県公共施設等マネジメント基本方針」に基づき、現状で

既に老朽化が著しく、様々な運営に支障をきたしている公共施

設等の改修・改築を計画的に行うこと。

◇試験研究機関など地方機関等の機器や設備において、支障が生

じていることから、更新・整備を図ること。



新型コロナウイルス感染症

拡大の影響から、景気減速懸

念が強まっており、景気動向

は先行き不透明な状況となっ

ています。人事院は今年度の

民間給与実態調査の実施につ

いて、新型コロナウイルス感

染症の拡大の影響で、賞与等の調査を先行実施していまし

たが、今般、月例給の調査について、ようやく実施の方向

が出されました。種々の懸念はありますが、民間の状況を

精確に比較した上で、生活を守るための賃金水準を確保し

ていくことが求められます。

自治労県職と滋賀県教組は、県人事委員会に対して、今

年度の月例給と一時金ともに精確な調査の上で賃金水準を

確保する勧告を行うよう要請しました。これに対して県人

事委員会の矢野事務局長は「新型コロナの影響で異例の状

況となっているが、情勢適応などの原則に則りしっかりと

対応していきたい」と応えました。

自治労県職第３５回定期大

会・自治労県職連合第１０回

定期大会を９月９日、ライズ

ヴィル都賀山で開催します。

今年は自治労県職結成３０

周年の年であり、記念の定期大会

とすべく準備をしていましたが、新型コロナの影響もあり、

むしろ規模を縮小しての実施となります。組合も新たな事態

の中で、果たしていく役割や方法を今一度模索しながら運動

の強化と発展を目指していきたいと考えています。

定期大会では、この１年間の闘いの経過を総括し、向こう

１年の運動方針を決定しますので、参加できない組合員の皆

さんも後日配布する資料の「意見欄」に記載の上、書記局へ

返送して下さい。当日の議論に反映することとします。

昨年度の定期大会の様子

｢７月豪雨｣募金協力に感謝
４２４,１８５円を寄付

本年７月に発生しました「７月豪雨」の水害により被災された皆

さんへの緊急募金をを職場の皆さんにお願いしましたところ、現時

点で４２４,１８５円の善意が寄せられました。このほど日本赤十字

社滋賀県支部および自治労本部へ寄付金を手渡しました。この寄付

金は配分委員会を通じて被災者の

方々へ交付されるとのことです。

今年はコロナ禍の中で復旧が思い

に任せられない状況となっていま

すが、寄付を通じての支援は今後

も続けていきたいと考えます。皆

さんご協力に感謝申し上げます。

人事院への署名に協力を
今年度の給与勧告に向け
職員の生活の改善につながる今年の人事院勧告を求めて、「自

治労や日教組などで構成する「連合・公務員連絡会」は、人事

院に対して、「人事院要請署名」行動を実施しています。皆さん

のご協力をお願いします。

１．取組み内容 人勧期署名を集約し人事院へ提出

２．集 約 日 ８月中旬

３．提 出 先

自治労滋賀県職員労働組合 本部書記局

TEL ：(077)528-4790 FAX ：(077)521-378４

自治労県職･県職連合の定期大会を開催します
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県人事委へ｢今年度の給与勧告｣で要請
新型コロナ感染症の影響による異例の事態を受け

要請の内容

１．２０２０年度の民間給与実態調査にあたっては、現行の比

較企業・事業所規模を堅持するとともに、社会的に公正な

仕組みとなるよう抜本的な改善を検討すること。

２．民間賃金実態に基づく公民較差を精確に把握し、地方公務

員の生活を守るための賃金水準を確保すること。

３．諸手当の改善については、地域の実情や、新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止の関連業務をはじめとする職務や生活

実態を踏まえ、組合との十分な交渉・協議に基づき進める

こと。

４．人事委員会の勧告に向けた調査や作業に当たっては、組合

との交渉・協議、合意に基づき進めること。

自治労県職第３５回定期大会
自治労県職連合第１０回定期大会

と き：９月９日（水）
１５：００～（受付 14:30～）

ところ：ライズヴィル都賀山（守山市）

内 容：２０１９年度活動報告・決算報告

２０２０年度運動方針・予算等
※新型コロナ対策として、参加規模を縮小し、本部・

支部役員中心で開催します。議案書は事前配布しま

すので、できる限り委任状の提出をお願いします。

（意見あれば意見欄へ記入の上、提出ください）
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